
ビジネスと人権・ニュースレター
第2号
テーマ：人権に関する開示と保証のフレームワーク

6月にドイツで開催されたG7サミットの首脳宣言は、人権の尊重にコミットし、世界的なサプライ

チェーンにおいては労働者の権利や環境保護を促進するため、国連ビジネスと人権に関する指

導原則（以下、指導原則）に沿った国別行動計画の策定や、企業による人権デュー・デリジェンス

の実施し透明性や説明責任を向上することを要請しています。

こうした人権尊重の国際的な流れは、前号でご紹介した2015年2月公表の”Human Rights
Reporting Framework“（以下、「人権報告フレームワーク」）に従って、企業が指導原則に基づ

いた人権に関する活動を開示することによって、一層促進されていくものと考えられます。また現

在RAFI*1では、この人権に関する開示に対して保証を提供するためのフレームワーク（以下、

「人権保証フレームワーク」）が、2016年のリリースに向けて議論されています。
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「人権報告フレームワーク」の公表に続き、現在、RAFIでは「人権保証フレームワーク」の策定

に向けて、様々なステークホルダーを巻き込んだ議論が行われています。2015年6月には、フ

レームワークの構成要素及び、全体の方向性に影響する重要な内容についての協議が行われ

ており、今後、2015年中にパイロット版やドラフトフレームワークの作成・協議を経て、2016年
のはじめに最終版が公表される予定です。
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「人権保証フレームワーク」の開発

*1 RAFI（Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative）：
Shift(指導原則に関する主導的役割を果たしている専門組織)とMazars（監査、会計等のプロフェッショナ
ルファーム）が中心となり、国際的なマルチステークホルダー形式で指導原則に基づいた報告と保証フ
レームワークを開発するプロジェクト

「人権報告フレームワーク」の導入状況

エリクソン社は、人権に関する開示・報告の枠組みである「人権報告フレームワーク」を適用し

た初めての報告書を、4月に公表しました。また、パイロット導入企業のユニリーバは最初の報告

書を今夏に発行する予定です。早期導入企業であるH&M、Nestle、Newmontの３社も、Shiftと
直接協力しながら人権報告フレームワークを2015年の報告に適用することを目指しています。

そのほかすでに30社以上が、外部報告プロセス、あるいはまず内部の人権マネジメントシステム

の改善において、実際に人権報告フレームワークを使用しているとShiftは伝えています。

こうした動きのねらいは、法的な要件よりも前に、リーダー企業が率先して取り組みその内容を

開示・共有することで、人権尊重の意識や活動を浸透・定着させることにあります。指導原則の

条約化の動きもあることから、開示を通じて企業の取組みを広く認知させることで、指導原則を早

期に実効性あるものにしていくねらいがあると考えられます。

また、一部の証券取引所やSRI等も、この人権に関する開示のフレームワークに興味を示して

いることから、将来的に開示のスタンダードになっていくことも想定されます。
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EYについて

EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリーダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世

界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出していきます。そう

することで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤン

グ・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。詳しくは、ey.comをご覧ください。

EY Japanについて

EY Japanは、EYの日本におけるメンバーファームの総称です。新日本有限責任監査法人、EY税理士法人、EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式

会社、EYアドバイザリー株式会社などの13法人から構成されており、各メンバーファームは法的に独立した法人です。詳しくはeyjapan.jpをご覧ください。
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「人権保証フレームワーク」の本格的な協議に先立ち、RAFIは4月に”Vision for Human Rights Assurance”（以下”Vision”）
を公表し、人権に関する開示への保証について、ビジョンと課題を明らかにしています。

人権に関する開示への保証は、企業の人権に関する開示が適切な基準（人権報告フレームワーク）に従って適切に作成されて

いるかについて、独立した第三者である保証プロバイダーが保証意見を表明するものです。したがって、保証を受ける企業は、

「人権報告フレームワーク」の最低限の内容を満たした開示をしている必要があります。

具体的には、人権尊重方針のコミットメントやその実現のための取組み、主要な人権課題 (salient human rights issue)とその

決定方法、主要な人権課題に関する方針やステークホルダーエンゲージメント、影響評価、課題解決のための取組みとその有効

性、人権侵害からの救済等について、人権に関する開示に含めることが求められています。保証プロバイダーは、これらの企業

の開示（＝経営者のアサーション）に対して保証意見を提供します。人権へ及ぼす影響や発生可能性（の低減）については原則と

して意見を述べません。

前出の”Vision”では、保証意見のプロバイダーは、保証のプロセスと発見事項に関する洞察に満ちた情報を提供すべきとし、

実際の認識された問題に対する取組みを促進することで、その価値と信頼性を増すことができるとしています。このた

め、”Vision”では、保証のプロバイダーは、人権に関する開示への保証に必要な知識、技術、能力を有する組織・個人であって、

一般的な保証の技術に加え、関連業界の技術的な専門性も有していなければならないとしています。保証のレベルとしてはまず

は「限定的保証」を対象とするが、可能であれば「合理的保証」も検討するとしています。

また、有意義な保証は、単に企業が人権方針とプロセスの存在を報告しているかどうかを検証するだけではなく、それらが有効

(effective)かどうかを考慮すべきであるとしていますが、有効性をどのように評価するかは人権に関する開示への保証の課題の

ひとつとなっており、その継続した議論には、EYの代表も参加しています。

「人権保証フレームワーク」の課題

EYの人権関連サービス

EY Japan気候変動・サステナビリティサービス（CCaSS）は、クライアントが国際的に認知された人権を、あらゆる事業拠点で尊重

できるよう支援しています。チームのメンバーは国際的な人権領域で指導的役割を果たした経験を持ち、国連のビジネスと人権

フォーラムで講演したり、国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）を支援したりしています。Owensと牛島は、 国連グローバル・コン

パクト（ニューヨーク）の「人権と労働に関する作業部会」の日本政府代表を務め、EY Japanはグローバル・コンパクト・ジャパン・

ネットワークとパートナーシップを締結しています。CCaSSチームのメンバーは、以下のような人権関連分野で広範な実務経験を

有しています。

チームメンバーのご紹介：小池 裕子

CCaSS東京チームのマネージャーである小池は、プロジェクト管理・品質管理に加え、ビジネスと人権、サステナビ

リティ、統合報告の分野における調査研究や、企業の人権方針策定、人権デューデリジェンスの仕組み構築・実施

等の支援を行っています。特に、本号のテーマである人権報告と保証の分野に重点を置いています。日本の公認

会計士資格を持ち、国内上場企業や公益法人等の監査・保証業務や内部統制構築支援等に加え、CSR報告書・

統合報告書の導入支援及び報告書作成支援、非財務情報の保証業務、サプライチェーン監査、ステークホル

ダー・エンゲージメント等の業務経験があります。

► 人権政策・方針の策定

► 人権デューデリジェンス

► 人権関連のEラーニング

► 利害関係者とのエンゲージメント

► 人権関連の情報公開と報告

► 人権教育と意識改革


